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阿賀町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定支援業務委託設計書
設計

委託 ・ 履 行 日 数



数　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　考

直接業務費

1 式 業務内訳表
直接業務費計

業務価格

消費税相当額

0
業務費計

内　　　　容

＊＊　業務委託費内訳表　＊＊



数　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　考

給付実績の分析 代価表①

1 業務
事業量推計及び介護保険料の算出支援 代価表②
（見える化データによる）

1 業務
計画の編集、作成 代価表③

1 業務
打合せ等経費 代価表④

1 業務
成果品提出 代価表⑤

1 業務
直接業務費計

内　　　　容

＊＊　業務内訳表  ＊＊



数　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　考

給付実績の 介護給付実績の分析 新潟県設計業務委託等技術者単価
分析 介護給付の推移分析 設計技師（Ｃ）相当

介護給付の見える化データの活用分析
3 人

介護保険、保健福祉事業等の課題抽出 新潟県設計業務委託等技術者単価
第9期計画値の評価 設計技師（Ｃ）相当
関係機関等ヒアリング調査

2 人

計

給付実績の分析（１業務あたり）

内　　　　容

＊＊　代価表①　＊＊



数　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　考

事業量推計及 サービス必要量の算出 新潟県設計業務委託等技術者単価
び介護保険料 事業費、人口推計、認定者数の推計、保 設計技師（Ｃ）相当
の算出支援 険料推計
（見える化デ— 9 人
タによる）

計

事業量推計及び介護保険料の算出支援・見える化データによる（１業務あたり）

内　　　　容

＊＊　代価表②　＊＊



数　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　考

計画の編集、 計画の素案、原案の策定支援 新潟県設計業務委託等技術者単価
作成 （入力、修正編集、他計画との整合性の 設計技師（Ｃ）相当

確保）
24 人

パブリックコメントの実施支援 新潟県設計業務委託等技術者単価
（資料の作成、結果のとりまとめ） 設計技師（Ｃ）相当
町広報誌への原稿案作成（A4×2ﾍﾟｰｼﾞ）

4 人
計画作成委員会（4回程度）及びその他 新潟県設計業務委託等技術者単価
検討会（2回程度）の運営支援 設計技師（Ｃ）相当
（会議資料等の作成）

2 人

計

計画の編集、作成（１業務あたり）

内　　　　容

＊＊　代価表③　＊＊



数　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　考

打合せ等経費 直接人件費等に対する間接費、管理費、
打合せ、通信費、交通費等

1 式

計

打合せ等経費（１業務あたり）

内　　　　容

＊＊　代価表④　＊＊



数　　量 単　位 単　　　価 金　　　額 備　　　　考

成果品提出 計画書電子データ（Word・PDF含む） 【電子データ・紙媒体】
DVD－R×各２枚 ・阿賀町高齢者保健福祉計画の素案

計画書印刷製本（Ａ４、80頁程度、 ・第10期介護保険事業計画の素案　　　

本文1色、文字12p）　100部 1 式 ・上記2計画の完成版、上記2計画の完成版概要

計

成果品提出（１業務あたり）

内　　　　容

＊＊　代価表⑤　＊＊
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阿賀町高齢者保健福祉計画・第 10 期介護保険事業計画策定支援業務委託仕様書 
 
１ 業務委託名 

阿賀町高齢者保健福祉計画・第 10 期介護保険事業計画策定支援業務委託 
 
２ 委託業務期間 

契約締結日より令和９年３月１９日まで 
 
３ 業務の目的 
 阿賀町の高齢者のニーズや高齢者を取り巻く環境及び介護保険サービスの利用推移を分

析し、国や県の動向等を見据えながら阿賀町の特性に応じた「阿賀町高齢者保健福祉計画・

第 10 期介護保険事業計画」策定に係る支援業務を行うことを目的とする。 
 
４ 業務の体制 
 受託者は本業務委託の遂行にあたっては責任者および担当者を置き、委託者の指示に迅

速に対応できる業務体制を組むものとする。また、責任者又は担当者は、高齢者福祉・障害

者福祉・地域福祉などの福祉分野における計画策定業務に 5 年以上従事し、見識及び経験

を十分に有した者とすること。 
 受託者は、委託者が本業務の目的を達成することが困難であると認めた場合には、事前に

委託者と協議のうえ担当者等の交代を行うことができるものとする。 
 
５ 業務の内容 
（１）計画策定業務 

①阿賀町における高齢者を取り巻く現状と課題の整理 
・町政策の実態把握 
・「令和７年度介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書」等の資料を活用し、第９期

計画期間の評価を含めた現状分析・課題整理等を行うこととし、必要に応じて関係機関

及び関係課のヒアリング調査を実施すること。 
・「見える化システム」を活用した分析を行い、県内他市町村との比較、県平均、全国

平均との比較分析を行うこと。 
・介護保険サービス給付実績については、町が提供するデータ(国保連データ等)を活用

し、過去３年分のデータ分析を行うこと。 
・町の指示に基づき、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査データ

を「見える化システム」へインポートを行うこと。 
 ②将来人口及び要支援・要介護認定者の推計、介護サービス見込量推計及び介護保険料の

算出 
・国の方針等と整合性を確保し、人口、被保険者数及び要支援・要介護認定者の推計、
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サービス利用者数及びサービス必要量等の推計を行うこと。 
・計画年度における介護サービス見込量と介護保険料の算出を行うこと。 

 

③計画素案の作成・編集作業 
・本町より示す基本理念及び基本方針に基づき、阿賀町高齢者保健福祉計画・第 10 期

介護保険事業計画の施策の体系を設定する。また、体系に沿って計画案の策定を支援す

ること。 
 

④策定委員会等会議の運営支援等 
・策定委員会は４回程度、その他検討会は２回程度の実施を予定しており、会議資料等

の作成につき支援すること。 
 

⑤パブリックコメントの実施支援 
町のホームページ上でパブリックコメント（令和 9 年 2 月を想定）を実施する予定

であり、必要に応じてパブリックコメント資料の作成、パブリックコメント結果の取り

まとめ等について支援すること。 
 

⑥広報用原稿案の作成 
「広報あが」（令和９年４月号特集・計２ページを想定）に計画の骨子等を掲載する

ための原稿案を作成すること。 
 
 （２）計画書の作成 

・計画書は、Ａ４版８０ページ程度１色刷り、本文の文字は１２ポイント程度を基本と

すし、図表等を用いながら、わかりやすい構成・内容となるよう配慮すること。 
 
（３）納品するもの 

次の物を阿賀町に納品するものとする。なお、Word については委託者が編集可能な形

式を用いること。 
・「阿賀町高齢者保健福祉計画・第 10 期介護保険事業計画」の素案 

原稿の電子データ（Word 形式と PDF 形式）をＤＶＤ－Ｒに保存したもの 1 枚 
及び紙媒体で１部を納品。 
納期：令和 8 年１２月（予定） 

・「阿賀町高齢者保健福祉計画・第 10 期介護保険事業計画」完成版 
原稿の電子データ（Word 形式と PDF 形式）をＤＶＤ－Ｒに保存したもの２枚 

及び紙媒体で１部を納品。 
納期：令和 9 年 3 月上旬（予定） 

・「阿賀町高齢者保健福祉計画・第 10 期介護保険事業計画」の完成版概要 
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原稿の電子データ（Word 形式と PDF 形式）をＤＶＤ－Ｒに保存したもの２枚 
及び紙媒体で１部を納品。 
納期：令和 9 年 3 月上旬（予定） 

・「阿賀町高齢者保健福祉計画・第 10 期介護保険事業計画書」の製本１００部を納品。 
  納期：令和９年３月上旬（予定） 

  ・国の配布のソフトや「見える化システム」等へのデータ移行、県への報告様式等が 
発生した場合には、必要データの作成も行うこと。 

 
（４）作業の進捗状況 

責任者は、その進捗状況を管理するとともに、阿賀町に月２回以上、進捗報告等を

行うものとする。 
受託者は委託期間において、適宜中間成果物の提供を求められた場合は、阿賀町の

指示に従うものとする。 
 
（５）資料の貸与 

業務の遂行上必要な資料で阿賀町が所有しているものについては貸与する。 
 
（６）委託料の支払いについて 

・阿賀町は、委託業務の完了を確認した後、支払請求書を受理した時は、その日から起

算して 30 日以内に一括して業務委託料を支払う。 
 
６ 機密保持及び個人情報保護 

・本業務委託に関連して知り得た情報や町が提供した資料について、業務完了後も目的

外に使用し、かつ、外部へ漏えいしてはならない。 
・業務のため、町が提供した個人情報について、受託業務以外に使用しないものとし、

第三者に提供してはならない。業務完了後または契約解除後も同様とする。 
 
７ その他 

・本業務委託で作成された計画書及びデータの著作権については、阿賀町に帰属するも

のとする。 
・本仕様書に定めのない事項に関しては、双方協議のうえ決定する。 


